
 

■支給額

出産育児一時金　1児につき50万円　

但し、産科医療保障制度に加入していない分娩機関で出産した場合、及び、妊娠12週以上22週未満の死産・流産の場合は48.8万円です。

■支給方法

出産育児一時金は、給与支給日に合わせて給与口座に振込みします。※給与明細の健保付加金欄で金額をご確認いただけます。

■直接支払制度を利用する場合

出産予定の医療機関等にて制度利用の合意文書を取り交わしてください。（健康保険組合への手続きは不要です。）

■直接支払制度を利用し出産費用が50万円未満の場合

出産費用を直接支払制度を利用した場合でも、出産費用が出産育児一時金額より少ない場合は、その差額を健康保険組合より被保険者へ

お支払します。社会保険診療報酬支払基金からの請求を確認後、自動で給付します。（健康保険組合への手続きは不要です。）

■窓口で出産費用を全額支払った場合

直接支払制度や受取代理制度を利用しなかった場合、または海外で出産した場合は、下記のとおり健康保険組合に申請してください。

【必要書類】 《提出先：本社・健康保険組合（MK8400）》

　郵便の場合：〒617-8555　京都府長岡京市東神足1-10-1　村田製作所健康保険組合

・出産育児一時金請求書

・出産費用の領収・明細書の写し

（産科医療保障制度加入機関で出産した場合は、制度加入機関での出産を証明するスタンプを押印したもの）

・医療機関等から交付される合意文書の写し
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村田製作所健康保険組合

出産育児一時金について

出産育児一時金請求書 記入例

マイナポータル、資格情報のお知らせ、資格確認書、健康

保険証のいずれかから確認できます。

保険証に表示された資格取得年月日を記入してください。

所属している事業所名を記入してください。

申請年月日を記入し、請求者に被保険者の住所・氏名等

を記入してください。

不明の場合は、

未記入で可


